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招集ご通知

証券コード　3484
2025年５月30日

（電子提供措置の開始日　2025年５月23日）
株　主　各　位

東 京 都 新 宿 区 新 宿 四 丁 目 １ 番 ６ 号
株式会社イノベーションホールディングス
代表取締役社長 原  康 雄

当社ウェブサイト　　https://www.ihd.co.jp/ir/

第19期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第19期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株式について」「株主
総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イノ
ベーションホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3484」を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」
にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって
議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討
のうえ、2025年6月16日（月曜日）午後6時までに議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。(３ページから４ページに記載の「議決権行使に
ついてのご案内」を併せてご参照ください。)

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2025年６月17日（火曜日）午前10時（開場：午前９時30分）
２．場 所 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号

NEWoMan Shinjuku　５階　｢LUMINE 0（ルミネゼロ）」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第19期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第19期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権の行使についてのご案内）
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい

て、議案に対する賛否の表示が無い場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

（２）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行
われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

（３）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場
合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な
ものとしてお取り扱いいたします。

（４）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理
権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及
び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただき
ます。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお
送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる
事項を除いております。①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制
の運用状況」、②連結計算書類の「連結注記表」、③計算書類の「個別注記表」

　なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しており
ます。

◎今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、下記の当社ウェブ
サイト内においてお知らせいたします。（アドレス　https://www.ihd.co.jp/）

【ご案内】事業戦略説明会のお知らせ
　　本総会終了後、当社グループの事業戦略等について一層のご理解を深めていただきた

く、同会場にて株主様に向けた「事業戦略説明会」を開催いたします。お時間の許す株
主様は引き続きご参加下さいますようお願い申しあげます。
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議決権行使についてのお願い

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切
手を貼らずにご投函くださ
い。

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年6月17日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

2025年6月16日（月曜日）
午後6時00分到着分まで

2025年6月16日（月曜日）
午後6時00分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２、３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権
行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行
使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのお願い

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワ
ードを入力することなく、議決権行使サイトにロ
グインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　
議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み
取ってください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力‌
ください。

2

　 ※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」
をクリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用
いただくことが可能です。
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当事業年度の事業の状況

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、各種政策の効果もあり、企業収
益及び雇用情勢には総じて改善傾向が、個人消費には持ち直しの動きがみ
られました。先行きについては、米国の政策動向の影響や、中国経済の先
行きが懸念されるなかで、海外景気の下振れ、物価上昇、金融資本市場の
変動、地政学的なリスクもあり、不透明な状況にあります。
　当社グループを取り巻く環境について、外食業界においては、円安に後
押しされたインバウンドを含む人流の増加や価格改定による単価上昇によ
って都市部や観光地を中心に売上高が伸長した一方で、利益面は原材料と
光熱費の高騰に加え、国内消費者の節約志向もあり、厳しさの残る状況と
なりました。また、飲酒業態においては、中小規模の宴会が増加し、遅い
時間帯の来客と大規模宴会需要も徐々に戻りつつあるものの、店舗数の減
少も影響し、回復に遅れがみられました。東京主要地域の不動産市況につ
いては、インバウンドによる需要増の恩恵を受ける地域を中心に、出店増
と賃料の上昇傾向が確認できる一方で、固定費が膨らむ大型の店舗物件、
ブランド力に乏しい駅外周部等の店舗物件については、出店需要に弱さが
残る状況となりました。
　このような環境のなかで、当社グループの主要事業である店舗転貸借事
業においては、旺盛な個人・小規模飲食事業者の出店需要に対応した「好
立地」「小規模」「居抜き」店舗物件の積極的な仕入れと共に、リーシン
グの最適化に向けた業務別分業型への移行と市場価格に沿ったこまやかな
家賃設定をおこないました。また、営業力向上に向けた採用及び教育の強
化を実施しました。不動産売買事業においては、会社設立を契機に組織
力・営業力を強化し、積極的な情報収集と顧客開拓に注力すると共に、店
舗転貸借事業との連携による既存転貸物件の売却情報取得を継続しまし
た。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,659,432千円（前期
比16.8％増）、営業利益1,381,611千円（同41.8％増）、経常利益
1,431,468千円（同41.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
1,029,126千円（同54.5％増）となりました。
　なお、当連結会計年度より、各報告セグメントの費用の配分方法を変更
しております。
　以下の前期との比較分析について、前期のセグメント利益は変更前の測
定方法によっております。
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当事業年度の事業の状況

　セグメントごとの状況は、次のとおりであります。
　店舗転貸借事業においては、当連結会計年度における新規契約件数及び
後継付け件数（閉店した店舗に対し新規出店者と転貸借契約を締結したも
の）の転貸借契約件数の合計は488件（前期比4.7％増）となりました。
また、当連結会計年度末における転貸借物件数は前連結会計年度末より
261件純増し、合計2,706件となりました。この結果、店舗転貸借事業の
当連結会計年度の業績は、売上高15,162,389千円（前期比11.9％増）、
セグメント利益1,238,244千円（同52.9％増）となりました。
　なお、株式会社セーフティーイノベーション（旧店舗セーフティー株式
会社）が営む店舗家賃保証事業の収益は、店舗転貸借事業のセグメント収
益に含んでおります。
不動産売買事業では、当連結会計年度においては、経済社会活動の正常化
に伴い、都心の事業用不動産においては値上がり傾向も見られるなかで８
物件を売却、８物件を取得し、当連結会計年度末における保有物件数は４
件となりました。この結果、不動産売買事業の当連結会計年度の業績は、
売上高1,497,042千円（前期比110.8％増）、セグメント利益は主に人件
費の増加及びセグメント費用の配分方法変更の影響により143,367千円
（同12.8％減）となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の
総額は15,385千円で、その主なものはコーポレートサイト制作費であり
ます。

③ 資金調達の状況
　当社グループは、不動産売買事業における販売用不動産の取得に必要な
資金の一部を、金融機関からの借入により調達しております。この結果、
当連結会計年度末の借入金の残高は、103,000千円となりました。

④ 重要な企業再編等の状況
　当社は2024年６月17日開催の第18期定時株主総会決議に基づき、同年
10月１日をもって当社子会社である株式会社テンポイノベーションに店
舗転貸借事業を承継させ、持株会社へ移行しました。また、同時に商号を
株式会社イノベーションホールディングスに変更しました。
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財産及び損益の状況

区 分 第 16 期
(2022年３月期)

第 17 期
(2023年３月期)

第 18 期
(2024年３月期)

第 19 期
(当連結会計年度)

(2025年３月期)

売 上 高(百万円) － 13,070 14,263 16,659

経 常 利 益(百万円) － 1,266 1,011 1,431
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) － 885 666 1,029

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) － 50.33 39.62 61.35

総 資 産(百万円) － 12,882 13,697 15,652

純 資 産(百万円) － 3,195 3,324 4,016

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) － 187.69 197.73 239.08

区 分 第 16 期
(2022年３月期)

第 17 期
(2023年３月期)

第 18 期
(2024年３月期)

第 19 期
(当事業年度)
(2025年３月期)

売 上 高(百万円) 11,415 13,026 14,207 8,658

経 常 利 益(百万円) 986 1,238 983 721

当 期 純 利 益(百万円) 662 867 647 531

１株当たり当期純利益 (円) 37.36 49.27 38.53 31.70

総 資 産(百万円) 11,898 12,854 13,651 3,932

純 資 産(百万円) 3,327 3,176 3,282 3,478

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 188.29 186.60 195.54 207.24

⑵ 財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

（注）当社では、第17期より連結計算書類を作成しておりますので、第16期の状況は記載
しておりません。

②当社の財産及び損益の状況

（注）当社は、2024年10月１日付で持株会社体制に移行しております。これにより第19
期の財産及び損益の状況は、第18期以前と比較して大きく変動しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

株式会社クロップス 255百万円 59.90％ 役員の兼任

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 事 業 内 容

株式会社テンポイノベーション 100百万円 100.00％ 店舗転貸借事業
株式会社アセットイノベーション 100百万円 95.00％ 不動産売買事業
株式会社セーフティーイノベーション 100百万円 100.00％ 店舗家賃保証事業

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

（注）1. 親会社である株式会社クロップスとの各取引に当たっては、取引自体の合理性及
び取引条件の妥当性を慎重に確認のうえ、取締役会の承認を得るものとしており
ます。

2. 親会社と当社との間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務
及び事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で
事業活動や経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されて
いるものと考えております。

② 重要な子会社の状況

（注）2024年10月１日に、株式会社テンポイノベーション分割準備会社の商号を株式会社
テンポイノベーションに変更すると共に、会社分割により店舗転貸借事業を当社か
ら株式会社テンポイノベーションに承継いたしました。

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、「貢献創造～挑戦と進化～」の企業理念のもと、東京を
中心とした地域において主に飲食店向け店舗物件の転貸借を行う店舗転貸借
事業（及び店舗家賃保証事業）を展開し、当事業において転貸借物件数の増
加を最重要事項と位置づけております。
　また、不動産売買事業については、取引先における不動産売買のニーズに
応えると共に、転貸借物件の主要な情報仕入先である不動産業者とのリレー
ションシップを強化することを意図し、店舗物件の仕入販売を行っておりま
す。
　国内では米国の政策動向の影響や、中国経済の先行きが懸念されるなか
で、海外景気の下振れ、物価上昇、金融資本市場の変動等のリスクもあり、
先行きは不透明な状況にあります。原材料・光熱費の高騰、人手不足の深刻
化への対応として、好立地でありながら固定費を抑制できる小規模な居抜き
店舗が人気化していることから、引き続き営業人員を拡充しつつ、こうした
市場性の高い店舗物件の仕入れに注力する方針であります。また、新規チャ
ネルからの物件仕入開始や好立地における空中階及び非飲食店舗物件の取り
扱いを本格化すると共に、BM（ビルマネージメント）部を設置し、不動産
業者の新規開拓と関係の強化を図ってまいります。

①優良物件の確保
　当社グループが安定的かつ着実な事業拡大を図るうえでは、徹底して
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

優良な店舗物件にこだわり、転貸借物件を増加させていくことが重要で
あると考えております。そのため、各地域の不動産業者・自社ＷＥＢサ
イト「店舗買取り.com」等により物件情報を収集し、日々調査・検討
を行っておりますが、さらに情報入手先の多様化・関係性の強化に努
め、店舗経営者のニーズを踏まえた優良物件の確保を進めてまいりま
す。

②人材の採用・教育の強化
　当社グループの事業は人的資源に大きく依存するビジネスモデルとな
っており、当社グループの安定的かつ継続的成長には、店舗物件、飲食
業界、街、飲食設備、法務といった専門知識及びノウハウを身に付けた
優秀な人材を継続して確保・育成することが重要だと考えております。
人材採用においては、シニアクラスの営業を責任者とする専門部署を設
置し採用に注力しております。また当社グループにおいて必要となるス
キルやノウハウの習得、育成については、ｅラーニングを活用した教育
プログラムを実施していくことで、効率的・効果的に当社グループの成
長を支える社員の育成を行っていく方針であります。

③当社グループ及び店舗転貸借事業の認知度向上
　当社グループ及び店舗転貸借事業については、一般的な認知度は低
く、また、転貸借契約については、ネガティブなイメージを持たれるこ
ともあり、今後も継続的な成長を図るためには認知度を向上させ、本事
業の魅力及び利点を訴求していく必要があると認識しております。その
ため、ＷＥＢサイトでの情報発信、広告宣伝活動及びＩＲ活動等を通じ
た積極的な情報開示に努めてまいります。

④コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化
　当社グループの継続的な発展を実現させるためには、コーポレート・
ガバナンス機能の強化は重要な課題であると認識しております。そのた
め、コンプライアンスを重視した企業経営を推進し、また業務運営の効
率化やリスク管理の徹底など内部管理体制のさらなる強化に努めてまい
ります。

事 業 区 分 事 業 内 容

店 舗 転 貸 借 事 業 東京を中心に飲食店等の店舗物件に特化した店舗転貸借事業
を展開しております。

不 動 産 売 買 事 業
取引先における不動産売買のニーズに応えつつ、不動産業者
とのリレーションシップを強化すべく、飲食店向けの店舗物
件等の仕入販売を行う不動産売買事業を行っております。

⑸ 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

（注） 株式会社セーフティーイノベーションが営む店舗家賃保証事業は、店舗転貸借事
業に含んでおります。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

名 称 所　　在　　地
本 社 東京都新宿区

会 社 名 名 称 所　　在　　地
株 式 会 社 テ ン ポ イ ノ ベ ー シ ョ ン 本 社 東京都新宿区
株 式 会 社 ア セ ッ ト イ ノ ベ ー シ ョ ン 本 社 東京都新宿区
株式会社セーフティーイノベーション 本 社 東京都新宿区

⑹ 主要な事業所（2025年３月31日現在）
① 当社

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
店 舗 転 貸 借 事 業 101名 ―
不 動 産 売 買 事 業 5名 ―
全 社 （ 共 通 ） 38名 ―

合　　　計 144名 31名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
38名 75名減 39.1歳 5.4年

⑺ 使用人の状況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）1. 使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管

理部門に所属しているものであります。
3. 当連結会計年度より企業集団の事業区分別の使用人の状況を記載しているため、

前連結会計年度との事業区分別の使用人の比較は行っておりません。
4. 使用人数が前連結会計年度末と比べて31名増加しましたのは、事業拡大を目的と

した人員増加策を実施したためであります。

② 当社の使用人の状況

（注）1. 使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2. 使用人数が前連結会計年度末と比べて75名減少しましたのは、主に2024年10月

１日をもって当社子会社である株式会社テンポイノベーションに店舗転貸借事業
を承継させ、持株会社へ移行したためであります。

借　入　先 借　入　額
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 103百万円

⑻ 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

⑴ 発行可能株式総数 64,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 17,674,400株 (自己株式900,658株を含む)
⑶ 株主数 12,921名

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率（%）

株 式 会 社 ク ロ ッ プ ス 10,044,400 59.88

UNION BANCAIRE PRIVEE 784,000 4.67

志 村 洋 平 254,000 1.51

原 　 康 雄 100,000 0.59
イノベーションホールディングス
従 業 員 持 株 会 84,000 0.50

守 山 雄 順 44,200 0.26
BNY GCM CLIENT ACCOUNT 
J P R D  A C  I S G （ F E - A C ） 43,395 0.25

近 藤 裕 二 34,400 0.20

間 宮 健 太 郎 33,800 0.20

丸 山 淳 一 32,000 0.19

２. 株式に関する事項（2025年３月31日現在）

⑷ 大株主

（注）１. 上位10名の株主を記載しております。
２. 当社は自己株式を900,658株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。
３. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　該当事項はありません。

３. 新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として
交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況
該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権の状況
当社は、2023年11月20日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当によ
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株式の状況、新株予約権等の状況

新株予約権の総数 9,000個
新株予約権の目的である
株式の種類と数

普通株式　900,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個につき262円
新株予約権の払込期日 2023年12月６日

新株予約権の行使価額

当初行使価額 1,198円
行使価額は、本新株予約権の発行要項に定
める本新株予約権の各行使請求の効力発生
日（以下「修正日」）の直前取引日の株式
会社東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値（同日に終値がない場合
には、その直前の終値）の91％に相当する
金額（円位未満小数第２位まで算出し、小
数第２位を切り上げる）に、当該修正日以
降修正される。但し、修正日にかかる修正
後の行使価額が下限行使価額を下回ること
となる場合には行使価額は下限行使価額と
する。

新株予約権の行使期間 自 2023年12月７日 至 2026年12月７日
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関す
る事項

新株予約権を譲渡する際には、当社取締役
会の承認を要する。

る新株予約権を発行しております。
第３回新株予約権（行使価額修正条項及び停止要請条項付）

－ 12 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 原 　 康 雄

専 務 取 締 役 志 村 洋 平 経営管理本部管掌 兼 経営管理
本部長

常 務 取 締 役 東 城 学 将 株式会社セーフティーイノベー
ション代表取締役

取 締 役 北 澤 　 学 株式会社アセットイノベーショ
ン代表取締役

取 締 役 近 藤 裕 二 株式会社テンポイノベーション
代表取締役

取 締 役 前 田 有 幾 株式会社クロップス 代表取締役
社長執行役員

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 川 原 　 誠

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 青 山 理 恵

毛塚会計事務所 副所長
昭和飛行機工業株式会社 社外取
締役
公認会計士・税理士

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 玉 　 伊 吹 フジフーズ株式会社 監査役

弁護士

４. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）川原誠氏、取締役（監査等委員）青山理恵氏及び取締役
（監査等委員）玉伊吹氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）青山理恵氏は、公認会計士及び税理士の資格を有してお
り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを
通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としな
いことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

４. 当社は、社外取締役川原誠氏、青山理恵氏及び玉伊吹氏を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役（監査等委員である取締役）は、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。
①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任につい

ては、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任を
負担するとしております。

②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった
職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限るとしております。

⑶ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

⑷ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の３
第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクシ
ョン保険契約）を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執
行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであ
り、１年毎に契約更新しております。ただし、法令違反の行為であることを
認識して行った行為に起因して生じた損害等、一定の免責事由があり、被保
険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにしております。
　次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑸ 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会にお
いて決議しており、その内容は次のとおりです。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、指名・報酬委員会にて審議の上、承認可決された原案を基に、業績や
他社の水準等も踏まえて必要な検討がなされており、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断
しております。
・基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準
とすることを基本方針とし、具体的には､業務執行取締役の報酬は、固
定報酬としての基本報酬および業績連動報酬（賞与）により構成し、監
査機能を担う非常勤取締役および社外取締役ならびに監査等委員である
取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしま
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会社役員の状況

区　　分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円） 対象となる

役員の員数
（名）基本報酬

業績連動
報酬等
(注2)

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

204
（―）

204
（―）

―
（―）

―
（―）

6
（―）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

13
（13）

13
（13）

―
（―）

―
（―）

3
（3）

合　　計
（うち社外役員）

218
（13）

218
（13）

―
（―）

―
（―）

9
（3）

す｡
・基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬

等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、指名・報酬委員会
にて審議の上、承認可決された原案を基に、役位、職責、当社の業績、
前事業年度の当期純利益等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する
ものとします。また、業務執行取締役に対して業績連動報酬（賞与）を
支給する場合には、業績指標を反映した報酬額とし、株主総会で決議さ
れた報酬等の限度額の範囲内において取締役会にて決定するものとしま
す。

・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については株主総会で決議された報酬等の限度額の範
囲内において、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会の決議により
決定するものとします。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬
額については、監査等委員の協議により決定するものとします。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２. 業績連動報酬（賞与）につきましては、支給基準等の詳細は未決定であり、当

事業年度において支給はありません。
３. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2019年６月17日開催の第13期

定時株主総会において、年額500百万円以内（ただし使用人分給与を含まな
い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員を除く）の員数は、６名です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年６月17日開催の第13期定時株
主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の取締役（監査等委員）の員数は､３名（うち社外取締役は３名）で
す｡

５. 合計欄は実際の支給人数を記載しております。

－ 15 －
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会社役員の状況

③ 当事業年度において支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

④ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた
役員報酬等の総額

　該当事項はありません。

⑹ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役（監査等委員）青山理恵氏は、毛塚会計事務所副所長及び昭
和飛行機工業株式会社社外取締役であります。当社と兼職先との間には
特別な関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）玉伊吹氏は、フジフーズ株式会社の監査役で
あります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

－ 16 －
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要

社外取締役（監査等委員）
川原　誠

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、
また、監査等委員会13回の全てに出席いたしまし
た。
事業会社にて培った豊富な経験と経営者としての
深い知見から、取締役会では当該視点から積極的
に意見を述べており、特に当社の経営基盤の強化
と企業価値向上の観点等から監督、助言等を行う
など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。
また、監査等委員会において、同様の見地から適
宜必要な発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）
青山　理恵

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、
また、監査等委員会13回の全てに出席いたしまし
た。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会で
は当該視点から積極的に意見を述べており、特に
財務・会計等について専門的な立場から監督、助
言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。
また、監査等委員会において、当社の経理システ
ム並びに内部監査等について、適宜、必要な発言
を行っております。

社外取締役（監査等委員）
玉　伊吹

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、
また、監査等委員会13回の全てに出席いたしまし
た。
弁護士としての専門的見地から、取締役会では当
該視点から積極的に意見を述べており、特に企業
活動の適正性等について専門的な立場から監督、
助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。
また、監査等委員会において、当社のコンプライ
アンス体制等について、適宜、必要な発言を行っ
ております。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）書面決議による取締役会の回数は除いております。

－ 17 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 26百万円

５. 会計監査人の状況
⑴ 名称　有限責任 あずさ監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう
えで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３. 上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬2百万円を支払っております。

⑶ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を
解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。

－ 18 －
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連結貸借対照表

資　産　の　部 負　債　の　部
科目 金額 科目 金額

【流動資産】 7,041,781 【流動負債】 3,041,615
　　現金及び預金 4,283,926 　　未払法人税等 441,978
　　売掛金 11,516 　　賞与引当金 62,278
　　販売用不動産 895,861 　　前受収益 1,649,981
　　前払費用 1,313,930 　　その他 887,377
　　その他 536,546 【固定負債】 8,594,192
【固定資産】 8,610,645 　　長期借入金 103,000
　（有形固定資産） 412,494 　　資産除去債務 49,041
　　建物（純額） 396,157 　　退職給付に係る負債 52,500
　　その他 16,337 　　預り保証金 7,885,972
　（無形固定資産） 36,187 　　その他 503,678
　（投資その他の資産） 8,161,962 負　債　合　計 11,635,808
　　繰延税金資産 505,817 純　資　産　の　部
　　差入保証金 7,412,403 【株主資本】 4,010,317
　　その他 243,742 　　資本金 308,394

　　資本剰余金 539,930
　　利益剰余金 4,240,873
　　自己株式 △1,078,880
【新株予約権】 2,358
【非支配株主持分】 3,942

純　資　産　合　計 4,016,617
資　産　合　計 15,652,426 負 債 純 資 産 合 計 15,652,426

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）

－ 19 －
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連結損益計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 16,659,432

売 上 原 価 13,421,648

売 上 総 利 益 3,237,783

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,856,171

営 業 利 益 1,381,611

営 業 外 収 益

違 約 金 収 入 43,111

受 取 補 償 金 5,799

保 険 解 約 返 戻 金 44,434

そ の 他 5,710 99,055

営 業 外 費 用

支 払 補 償 費 11,589

控 除 対 象 外 消 費 税 等 25,144

支 払 手 数 料 11,550

そ の 他 914 49,198

経 常 利 益 1,431,468

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 57,877 57,877

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,489,345

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 615,346

法 人 税 等 調 整 額 △154,102 461,244

当 期 純 利 益 1,028,101

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,025

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,029,126

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

－ 20 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 308,394 539,930 3,547,222 △1,078,830 3,316,717

当期変動額

　剰余金の配当 △335,475 △335,475

　親会社株主に帰属する
当期純利益 1,029,126 1,029,126

　自己株式の取得 △50 △50

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 693,650 △50 693,600

当期末残高 308,394 539,930 4,240,873 △1,078,880 4,010,317

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 2,358 4,967 3,324,042

当期変動額

　剰余金の配当 △335,475

　親会社株主に帰属する
当期純利益 1,029,126

　自己株式の取得 △50

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

- △1,025 △1,025

当期変動額合計 - △1,025 692,575

当期末残高 2,358 3,942 4,016,617

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

－ 21 －
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貸借対照表

資　産　の　部 負　債　の　部
科目 金額 科目 金額

【流動資産】 2,381,838 【流動負債】 322,759
　　現金及び預金 1,849,343 　　未払金 222,401
　　未収入金 210,520 　　未払費用 7,835
　　貯蔵品 446 　　未払法人税等 53,749
　　前払費用 34,811 　　預り金 8,198
　　立替金 260,070 　　賞与引当金 10,962
　　その他 26,646 　　その他 19,612
【固定資産】 1,550,592 【固定負債】 131,000
　（有形固定資産） 25,724 　　長期借入金 103,000
　　建物（純額） 17,460 　　退職給付引当金 28,000
　　工具、器具及び備品（純額） 8,264 負　債　合　計 453,759
　（無形固定資産） 7,921 純　資　産　の　部
　　ｿﾌﾄｳｪｱ 7,921 【株主資本】 3,476,312
　（投資その他の資産） 1,516,946 　　資本金 308,394
　　関係会社株式 295,000 　　資本剰余金 539,930
　　関係会社長期貸付金 1,000,000 　　　資本準備金 539,930
　　差入保証金 117,109 　　利益剰余金 3,706,868
　　繰延税金資産 104,836 　　　利益準備金 6,960

　　　その他利益剰余金 3,699,908
　　　　繰越利益剰余金 3,699,908
　　自己株式 △1,078,880
【新株予約権】 2,358

純　資　産　合　計 3,478,670
資　産　合　計 3,932,430 負 債 純 資 産 合 計 3,932,430

貸　借　対　照　表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 8,658,277

売 上 原 価 6,795,485

売 上 総 利 益 1,862,792

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,205,240

営 業 利 益 657,551

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,725

違 約 金 収 入 15,285

受 取 補 償 金 5,799

業 務 委 託 収 入 7,822

保 険 解 約 返 戻 金 44,434

そ の 他 3,973 88,040

営 業 外 費 用

支 払 補 償 費 7,219

控 除 対 象 外 消 費 税 等 3,977

支 払 手 数 料 11,550

そ の 他 914 23,661

経 常 利 益 721,930

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 57,877 57,877

税 引 前 当 期 純 利 益 779,807

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 222,627

法 人 税 等 調 整 額 25,301 247,929

当 期 純 利 益 531,878

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合　計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　計繰越利益
剰余金

当期首残高 308,394 539,930 539,930 6,960 3,503,505 3,510,465

当期変動額

　剰余金の配当 △335,475 △335,475

　当期純利益 531,878 531,878

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - - - 196,402 196,402

当期末残高 308,394 539,930 539,930 6,960 3,699,908 3,706,868

株主資本
新株予約権 純資産

合　計自己株式 株主資本
合　　計

当期首残高 △1,078,830 3,279,960 2,358 3,282,318

当期変動額

　剰余金の配当 △335,475 △335,475

　当期純利益 531,878 531,878

　自己株式の取得 △50 △50 △50

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

-

当期変動額合計 △50 196,352 - 196,352

当期末残高 △1,078,880 3,476,312 2,358 3,478,670

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 浩 幸
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 純 一

独立監査人の監査報告書
2025年５月14日

株式会社イノベーションホールディングス
取締役会　御中

     有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イノベー
ションホールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イノベーションホールディ
ングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 25 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない
場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務
情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 浩 幸
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 純 一

独立監査人の監査報告書
2025年５月14日

株式会社イノベーションホールディングス
取締役会　御中

     有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イ
ノベーションホールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日まで
の第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会 
の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役 
の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第19期
事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び
結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部
統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に
ついて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 31 －
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監査等委員会の監査報告

2025年５月14日
株式会社イノベーションホールディングス　監査等委員会

監 査 等 委 員 川 原 　 誠
監 査 等 委 員 青 山 理 恵
監 査 等 委 員 玉 　 伊 吹

　

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

（注）監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以　上

－ 32 －
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剰余金処分案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、経営
基盤の強化や将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ
安定的な配当を実施することを基本方針としております。
　上記方針に基づき、今後の事業展開、財務体質等を総合的に勘案して、以下の
とおり第19期の期末配当をいたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金28円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は469,664,776円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2025年６月18日といたしたいと存じます。

－ 33 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
はら
原

 

　
 

　
 

　
やす
康

 

　
お
雄

(1964年12月25日)

    2005年    11月 ㈱レインズインターナショナル
入社
旧㈱テンポリノベーション出向

    2008年    5 月 当社取締役営業部長
    2009年    10月 当社取締役ＷＥＢ営業部・企画

営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長
    2010年    1 月 当社取締役開業支援営業部管掌
    2011年    6 月 当社代表取締役社長兼開業支援

営業部長
    2015年    10月 当社代表取締役社長（現任）

100,000株

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員
（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　本議案の内容は、任意の諮問機関である、指名・報酬委員会の審議を経て、取
締役会において承認されたものであります。
　なお、監査等委員会は、各候補者を当社の取締役として適任であると判断して
おります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 34 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２
し
志

 

　
むら
村

 

　
よう
洋

 

　
へい
平

(1977年８月20日)

    2001年    4 月 ㈱レインズインターナショナル
入社

    2005年    4 月 旧㈱テンポリノベーション取締
役

    2007年    11月 当社取締役管理部長
    2011年    6 月 当社常務取締役管理部管掌兼管

理部長
    2016年    6 月 当社常務取締役経営管理部管掌
    2019年    4 月 当社専務取締役経営管理部管掌

2023年10月 当社専務取締役経営管理本部管
掌兼経営管理本部長（現任）

2024年２月　 ㈱セーフティーイノベーション
取締役（現任）

2024年２月　 ㈱アセットイノベーション取締
役（現任）

2024年２月　 ㈱テンポイノベーション分割準
備会社（現㈱テンポイノベーシ
ョン）取締役（現任）

254,000株

－ 35 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３
とう
東

 

　
じょう
城

 

　
たか
学

 

　
まさ
将

(1980年５月10日)

    2008年    7 月 ㈱テレウェイヴリンクス入社
当社出向

    2008年    10月 当社転籍
    2015年    10月 当社営業部長
    2016年    6 月 当社取締役営業部・営業推進部

管掌
    2019年    4 月 当社常務取締役営業部・物件管

理部管掌
    2019年    6 月 当社常務取締役店舗転貸借事業

統括本部管掌兼店舗転貸借事業
統括本部長

2024年２月 ㈱セーフティーイノベーション
代表取締役（現任）

2024年４月 当社常務取締役（現任）

24,000株

４
きた
北

 

　
ざわ
澤

 

　
 

　
 

　
まなぶ
学

(1981年１月25日)

    2005年    7 月 ㈱レインズインターナショナル
入社
旧㈱テンポリノベーション出向

    2008年    1 月 当社出向
    2008年    5 月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

当社出向
    2008年    10月 当社転籍
    2009年    10月 当社企画営業部長
    2010年    1 月 当社開業支援営業部長
    2017年    6 月 当社取締役営業企画室長

2024年２月 ㈱アセットイノベーション代表
取締役（現任）

2024年    10月 当社取締役（現任）

27,200株

－ 36 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

５
こん
近

 

　
どう
藤

 

　
ゆう
裕

 

　
じ
二

(1981年10月２日)

    2009年    2 月 当社入社
    2014年    8 月 当社営業部次長
    2018年    4 月 当社営業部長
    2019年    6 月 当社取締役店舗転貸借第二本部

長
2022年10月 当社取締役店舗転貸借事業統括

本部営業本部長
2024年２月 ㈱テンポイノベーション分割準

備会社（現㈱テンポイノベーシ
ョン）代表取締役（現任）

2024年４月 当社取締役店舗転貸借事業統括
本部管掌兼店舗転貸借事業統括
本部長

2024年    10月 当社取締役（現任）

34,400株

６
まえ
前

 

　
だ
田

 

　
ゆう
有

 

　
き
幾

(1985年５月20日)

    2011年    4 月 いすゞ自動車㈱入社
    2015年    4 月 ㈱クロップス入社
    2018年    6 月 同社取締役
    2019年    4 月 同社常務取締役
    2019年    6 月 当社取締役（現任）
    2021年    4 月 ㈱クロップス代表取締役社長

2022年６月 同社代表取締役社長執行役員
（現任）

－

（注）１. 前田有幾氏は、当社の親会社である株式会社クロップスの代表取締役社長執行
役員であり、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。

２. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 各候補者の選任理由は次の通りであります。

（１）原康雄氏につきましては、事業全般及び経営全般における卓越した見識・
実績に加え、経験を通じ培った経営手腕により当社の事業を大きく成長さ
せた実績があり、今後も引き続き当社グループ全体の企業価値向上に資す
る経営を行うことができると判断し、引き続き取締役候補者としました。

（２）志村洋平氏につきましては、管理部門における豊富な経験と実績に加え、
事業用不動産についての高い見識及び経営全般に関する知見を有してお
り、現在は専務取締役として経営管理本部を管掌し、経営にあたっており
ます。これらの経験や見識を取締役会における意思決定に活かすべく、引
き続き取締役候補者としました。

（３）東城学将氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事
し、現在は常務取締役を担うとともに当社グループの家賃保証事業を牽引
しております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心と
した事業用不動産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取

－ 37 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

締役会の意思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者
としました。

（４）北澤学氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、
現在は取締役として当社グループの不動産売買事業を牽引しております。
営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心とした事業用不動
産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取締役会の意思決
定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者としました。

（５）近藤裕二氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事
し、現在は取締役として当社グループの店舗転貸借事業を牽引しておりま
す。営業部門における豊富な経験と実績に加え、店舗を中心とした事業用
不動産に対する見識と経営全般に関する知見を有しており、取締役会の意
思決定に資することが期待できるため、引き続き取締役候補者としまし
た。

（６）前田有幾氏につきましては、現在、当社親会社の代表取締役社長執行役員
を務めており、経営全般に関する高度な知見を有し、当社の経営基盤の強
化および企業価値の向上に向け、取締役会の意思決定に資することが期待
できるため、引き続き取締役候補者としました。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠
償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険
契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各候補者の再任が承認されま
すと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 38 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１
かわ
川　

はら
原

 

　　　
まこと
誠

(1956年12月12日)

1979
2009
2013
2014
2015
2019

2022
2022
2023

2024

年
年
年
年
年
年

年
年
年

年

４
２
４
６
４
４

４
10
６

２

月
月
月
月
月
月

月
月
月

月

いすゞ自動車株式会社入社
同社執行役員
同社常務執行役員
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
いすゞ自動車首都圏㈱代表取締
役会長
同社相談役
当社顧問
当社社外取締役（監査等委員）
（現任）
㈱アセットイノベーション取締
役（現任）

－

２
あお
青　

やま
山　

り
理　

え
恵

(1977年10月21日)

2003年10月 中央青山監査法人入所

－

2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Ｊ
ａｐａｎ有限責任監査法人）入
所

2009年８月 税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパース（現ＰｗＣ税
理士法人）入所

2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所
長（現任）

2016年 6 月 当社監査役
2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
2022年４月 昭和飛行機工業㈱社外取締役

（現任）

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたした
いと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 39 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

３
たま
玉　　

 

　
い
伊　

ぶき
吹

(1971年２月25日)

2007

2017
2019

年

年
年

９

４
６

月

月
月

弁護士登録・第二東京弁護士会
入会
曙綜合法律事務所入所（現任）
当社監査役
当社社外取締役（監査等委員）
（現任）
フジフーズ㈱監査役（現任）

－

－ 40 －
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監査等委員である取締役選任議案

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者３名は、いずれも社外取締役候補者であります。
３．当社は、川原誠氏、青山理恵氏、玉伊吹氏を東京証券取引所に独立役員として

届出ており、３氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定
であります。

４．各候補者の選任理由及び期待される役割の概要は次の通りであります。
　（１）川原誠氏につきましては、事業会社にて培った豊富な経験と経営者としての

深い知見を有しており、当社の経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあ
たり、それらの知見および実績を、監査等委員である社外取締役として当社の
監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者と致しま
した。

　（２）青山理恵氏につきましては、公認会計士及び税理士として財務・会計に関す
る相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の経営
基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを監査等委員である社
外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社外
取締役候補者と致しました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で
会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役とし
ての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

　（３）玉伊吹氏につきましては、同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験
を有しており、知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の経
営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを監査等委員である
社外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待し、引き続き社
外取締役候補者と致しました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法
で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役と
しての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

６．社外取締役の就任期間
　川原誠氏は2023年６月から当社社外取締役（監査等委員）を務めており、そ
の就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。また、青山理恵氏及び
玉伊吹氏は、2019年６月から当社社外取締役（監査等委員）を務めており、そ
の就任期間は本総会終結の時をもって６年となります。なお、青山理恵氏及び
玉伊吹氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。

７．当社は、候補者３名との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と
しております。なお、各候補者の選任が承認された場合は、引き続き当該契約
を継続する予定であります。

８．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠
償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険
契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各候補者が監査等委員である
取締役に選任されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお
ります。

－ 41 －



2025/06/14 11:38:07 / 24179660_株式会社イノベーションホールディングス_招集通知_電子提供措置用

補欠の監査等委員である取締役選任議案

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

なが
長　

しま
島　

やす
康　

たか
隆

(1972年11月13日)

2005年６月 ㈱レインズインターナショナル入社
旧㈱テンポリノベーション出向

17,461株

2008年１月 当社出向
2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社

当社出向
2008年10月 当社転籍
2015年10月 当社内部監査室長
2018年４月 当社経営管理部次長
2023年10月 当社経営管理本部総務法務部長（現

任）
2024年２月 ㈱セーフティーイノベーション監査役

（現任）
2024年２月 ㈱アセットイノベーション監査役（現

任）
2024年２月 ㈱テンポイノベーション分割準備会社

（現㈱テンポイノベーション）監査役
（現任）

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　2023年６月13日開催の第17期定時株主総会においてご承認いただきました、
補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は本総会の開始の時までとされてお
ります。法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備
え、予め補欠の監査等委員である取締役として、指名・報酬委員会の審議を経て
取締役会の決定により１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．長島康隆氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．長島康隆氏は、当社従業員であります。
３．長島康隆氏の所有する当社株式の数は、従業員持株会を通じての保有分（１株

未満切捨て）を含めた、2025年3月31日現在の状況を記載しております。
４．長島康隆氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、当社の内部

監査や監査等委員会との連携における経験や実績から、監査等委員である取締
役に欠員を生じる不測の事態での就任について、その職務を適切に遂行される
ものと判断したためであります。

５．長島康隆氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間
で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
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補欠の監査等委員である取締役選任議案

氏名 当社における
地位

専門性

企業経営 財務・
会計

法務・コン
プライアン

ス
営業 マーケティ

ング 業界知識

原
 

　康雄 代表取締役
社長 ○ ○ ○ ○

志村
 

　洋平 専務取締役 ○ ○ ○ ○

東城　学将 常務取締役 ○ ○ ○ ○

北澤　学 取締役 ○ ○ ○

近藤　裕二 取締役 ○ ○ ○

前田　有幾 取締役 ○ ○

川原　誠 社外取締役
監査等委員 ○

青山　理恵 社外取締役
監査等委員 ○

玉　伊吹 社外取締役
監査等委員 ○

は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠

償責任保険契約を締結しており、その内容は事業報告の「役員等賠償責任保険
契約の内容の概要」に記載のとおりであります。長島康隆氏が監査等委員であ
る取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定して
おります。

（ご参考）株主総会ご承認後の取締役会のスキルマトリックス［予定］

以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号
NEWoMan Shinjuku　５階　「LUMINE 0（ルミネゼロ）」
TEL 03－3352－1146

NEWoMan

LUMINE 0
タカシマヤ
タイムズスクエア

JR東日本本社ビル

小田急ホテル
センチュリーサザンタワー

ルミネ新宿 LUMINE1

バスタ新宿

JR新宿駅

京王百貨店

あおぞら銀行

フラッグス
ルミネ新宿
LUMINE2

甲州
街道

明
治
通
り

東南口

新宿サザンテラス

▼
至
渋
谷

JR 新宿駅
ミライナタワー改札※直結

交通　ＪＲ新宿駅ミライナタワー改札　直結
都営新宿線・都営大江戸線・京王新線新宿駅より　　徒歩約５分
東京メトロ副都心線新宿三丁目駅より　　　　　　　徒歩約３分


